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○宮古島市放置自動車等防止条例施行規則 

平成17年10月１日 

規則第100号 

改正 平成25年３月27日規則第11号 

平成27年４月15日規則第27号 

平成28年３月31日規則第27号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、宮古島市放置自動車等防止条例（平成17年宮古島市条例

第116号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（放置となる相当期間） 

第２条 条例第２条第３号に規定する相当期間とは、30日間とする。 

（使用済自動車の利用届出） 

第３条 条例第４条第３項の規定による届出は、様式第１号によるものとする。 

２ 市長は、前項の規定による届出を受けたときはその内容等を調査し、適当

と認めたときは、廃棄自動車の利用届出済証（様式第２号）を交付するもの

とする。 

３ 前項の自動車利用届出済証を受けた者は、これを当該自動車の見やすい場

所に貼付しなければならない。 

（使用自動車の廃止等の届出） 

第４条 条例第６条の規定による届出は、様式第３号による。 

（処分処理の証明書の発行） 

第５条 条例第９条の規定による証明書の発行は、様式第４号によるものとす

る。 

（調査又は立入調査） 

第６条 条例第12条の規定による調査を実施することができる。また、必要に

応じて土地の所有者、管理者又は関係者及び関係機関の協力を得て行うもの

とする。 

２ 前項の規定により調査を行う担当職員は、身分証明書（様式第５号）を携
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帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

（放置自動車の所有者に対する勧告） 

第７条 条例第13条の規定による勧告は、様式第６号により行うものとする。 

（放置自動車の廃棄物認定基準） 

第８条 条例第14条の規定による認定基準は、次に掲げる当該各号によるもの

とする。 

(1) 条例第２条第１項に定める公共の場所に相当期間放置されている自動

車（以下「放置自動車」という。） 

(2) 自動車としての本来の機能を有しない放置自動車 

(3) 所有者等が不明の放置自動車 

(4) その他市長が認めたもの 

（宮古島市放置自動車廃棄物認定委員会） 

第９条 条例第15条に規定する宮古島市放置自動車廃棄物認定委員会（以下「委

員会」という。）は、次の機関等の職員等をもって構成する。 

(1) 宮古島市福祉部 

(2) 宮古警察署 

(3) 宮古福祉保健所 

(4) その他市長が必要と認める関係機関の者 

２ 委員長は、宮古島市生活環境部長をもって充てる。 

３ 委員長は、委員会を代表して会務を総理する。 

４ 事務局は、宮古島市生活環境部環境衛生課に置き、事務局長に同課長を充

てる。 

５ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、事務局長がその職

務を代理する。 

６ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合にお

ける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（平25規則11・平27規則27・一部改正） 

（委員会） 

第10条 委員会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員から要請があったと
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きに委員長が招集する。 

（意見の聴取） 

第11条 委員会は、その議事に関し必要がある場合は、関係者の出席を求めて

意見を聴くことができる。 

（廃棄物の認定） 

第12条 条例第16条第１項の規定による認定を行ったときは、その旨を告示す

るものとし当該告示の期間は７日間とする。 

２ 前項に規定する公示は、宮古島市公告式規則（平成17年宮古島市規則第２

号）第２条第２項に規定する掲示板に自動車廃棄物廃物認定告示（様式第７

号）を掲示して行うものとする。 

３ 第１項に規定する期間内に、関係人から異議の申出があったときは、申出

人に対し当該自動車の撤去又はその他必要な措置を行わせるものとする。 

４ 自動車廃棄物認定告示を行う場合は、処分を行う旨のお知らせ（様式第８

号）を告示と同時に当該自動車に貼付するものとする。 

（費用の徴収） 

第13条 市長は、放置自動車を処分したときは、当該自動車の所有者又は使用

者から処分に要した費用を請求することができる。 

２ 市長は、特別の事由があると認めるときは、前項に係る費用を減額し、免

除することができる。 

（審査請求） 

第14条 この規則に定める処分について不服があるときは、告示の日又は勧告

書等を受け取った日の翌日から起算して３月以内に、市長に対し審査請求を

することができる。 

（平28規則27・全改） 

（補則） 

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年10月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の平良市放置自動車等防止条例

施行規則（平成13年平良市規則第14号）、下地町放置自動車等防止条例施行

規則（平成13年下地町規則第８号）又は上野村自動車放置等防止条例施行規

則（平成13年上野村規則第６号）の規定によりなされた処分、手続その他の

行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成25年３月27日規則第11号） 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年４月15日規則第27号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年３月31日規則第27号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

様式第５号（第６条関係） 

様式第６号（第７条関係） 

（平27規則27・一部改正） 

様式第７号（その１）（第12条関係） 

様式第７号（その２）（第12条関係） 

様式第８号（第12条関係） 

 


